
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中空部を有する長尺部材により形成され、この長尺部材の表面部には長手方向に沿って複
数の凹部が、 千鳥状に配
置形成されていることを特徴とする樹脂製自動車用衝撃緩衝部材。
【請求項２】
請求項１に記載した樹脂製自動車用衝撃緩衝部材において、前記複数の凹部のうちの少な
くとも一つは、前記長尺部材の長手方向に沿った中心線を越えて配置形成されていること
を特徴とする樹脂製自動車用衝撃緩衝部材。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載した樹脂製自動車用衝撃緩衝部材において、前記複数の凹
部のうちの少なくとも一つは、前記長尺部材の裏面部に結合されていることを特徴とする
樹脂製自動車用衝撃緩衝部材。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれかに記載した樹脂製自動車用衝撃緩衝部材において、前記
長尺部材の裏面部にはリブが形成されていることを特徴とする樹脂製自動車用衝撃緩衝部
材。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれかに記載した樹脂製自動車用衝撃緩衝部材において、前記
長尺部材の裏面部には補強用芯材がインサートされていることを特徴とする樹脂製自動車
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用衝撃緩衝部材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、樹脂製自動車用衝撃緩衝部材に係り、バンパー、バンパービーム等に利用でき
る。
【０００２】
【背景技術】
従来より、バンパー、バンパービーム等の自動車用衝撃緩衝部材には、金属製のものが多
用されてきた。この金属製のバンパー等は、強度的には問題ないが、重量が大きい、腐食
しやすいなどの欠点があった。このため、近年では、省資源の要請や軽量化の観点から、
プラスチック製のバンパー等が採用されるようになってきた。
【０００３】
このようなプラスチック製のバンパー等は、通常、射出成形により製造されている。しか
し、射出成形による製造では、バンパー等が比較的大型の成形品であることから成形機が
大型になるという問題、あるいは高い射出成形圧が必要であることから金型が高価になる
という問題があった。さらに、射出成形による製造では、金型のキャビティ形状を変更す
ることで成形品の外形形状については比較的自由に設計できるものの、衝撃緩衝を効果的
に行うことができる中空構造を有するバンパー等の製造は困難であった。
【０００４】
これに対し、衝撃緩衝を効果的に行うために、ブロー成形により製造される中空構造を有
する各種の自動車用衝撃緩衝部材が提案されている（特開平４－１２０１４５号公報等参
照）。
図１８には、このような中空構造を有する自動車用衝撃緩衝部材の一例であるバンパービ
ーム９０の長手方向直交断面が示されている。バンパービーム９０は、このような断面形
状が長手方向に連続して形成されている。
このようなバンパービーム９０によれば、中空部分９１を有しているので、この中空部分
９１で衝撃を緩衝することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述したブロー成形により製造される中空構造を有する自動車用衝撃緩衝
部材では、成形方法の特殊性から、その構造や形状は例えば図１８に示すように比較的単
純なものが多かった。
近年、自動車用のバンパー等は、軽量化の強い要求があることに加え、安全対策上の要求
が益々多様化するとともに厳しくなっているため、従来の比較的単純な構造や形状のもの
では、これらの要求の全てに充分に対応することが困難となってきており、より一層軽量
化を図ることができるとともに実際の衝突を想定した各種の試験に合格することができる
自動車用衝撃緩衝部材が望まれていた。
【０００６】
また、５ＭＰＨペンデュラム試験、バリヤ試験、ポール試験等の規格試験や一般試験に合
格させるために、例えば、図１８のバンパービーム９０の前面部９２の前方位置に図中二
点鎖線のように発泡体等のエネルギー吸収用の部品９３を入れたバンパーとする、あるい
はバンパービーム９０の肉厚を厚くする等の対策が考えられるが、これらの対策では、高
価格となる、あるいは重量が増加する等の問題が発生する。このため、前述した要求の全
てには対応できない。
【０００７】
本発明の目的は、充分な衝撃緩衝機能を備えるとともに衝撃時の変形量が少なく、かつ軽
量な樹脂製自動車用衝撃緩衝部材を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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本発明は、長尺部材の表面部を特殊な構造として前記目的を達成しようとするものである
。具体的には、本発明の樹脂製自動車用衝撃緩衝部材は、中空部を有する長尺部材により
形成され、この長尺部材の表面部には長手方向に沿って複数の凹部が、

千鳥状に配置形成されていることを特徴と
する。ここで、表面部とは、自動車本体への取付側の部分（裏面部）を除く部分のことで
あり、自動車前面側の部分と上面および下面部分とを含むものである。但し、前面側とは
自動車の進行方向を意味するものではなく、樹脂製自動車用衝撃緩衝部材がフロントでは
なくリヤに取り付けられる場合には、進行方向と逆向きの面となる。
【０００９】
また、複数の凹部のうちの少なくとも一つは、長尺部材の長手方向に沿った中心線を越え
て配置形成されていることが強度上の点で望ましい。ここで、「中心線を越えて配置形成
」とは、中心線を跨ぐように配置形成することである。
そして、複数の凹部のうちの少なくとも一つは、長尺部材の裏面部に結合されていること
が強度上の点で望ましく、特に全ての凹部が裏面部に結合されていることが好ましい。
さらに、長尺部材の裏面部にリブを形成する、あるいは長尺部材の裏面部に補強用芯材を
インサートすることにより、より一層強度を向上させてもよい。
【００１０】
また、以上に述べた本発明の樹脂製自動車用衝撃緩衝部材の成形方法は、ブロー成形が好
適であるが、所望の形状を得ることができれば、例えば、ガス射出成形法（中空射出成形
法）などの他の成形方法であってもよい。
ここで、ブロー成形に用いる材料としては、従来よりバンパー等の樹脂製自動車用衝撃緩
衝部材の材料として用いられている熱可塑性樹脂の中から任意に選ぶことができる。
例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリ塩化ビニ
ル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリ
オキシメチレン、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスル
フィドなどの熱可塑性樹脂、およびこれらの樹脂にエチレン・プロピレンゴム、エチレン
・プロピレン・ジエン三次元ゴムなどのゴム類および／または充填剤としてガラス繊維、
炭素繊維、タルク、マイカ、炭酸カルシウムなどを配合したものを挙げることができる。
なお、これらの樹脂、ゴム類、充填剤などは、必要に応じて複数のものを配合するように
してもよい。
【００１１】
しかし、本発明のような特定形状を有する樹脂製自動車用衝撃緩衝部材をブロー成形する
ための材料として、成形加工性、成形品の物性、耐衝撃性、ピンチオフ強度などの機械的
強度の点で、特に好適な材料は、メルトインデックス〔２３０℃、２．１６ｋｇｆ〕が２
．０ｇ／１０分以下、アイソタクチックペンタッド分率９３モル％以上のプロピレン単独
重合体、またはメルトインデックスが２．０ｇ／１０分以下、エチレン単位含有量１５重
量％以下、プロピレンホモ重合部のアイソタクチックペンタッド分率９３モル％以上のプ
ロピレンブロック共重合体、あるいはこれらのプロピレン系重合体と高密度ポリエチレン
、エチレン・プロピレン系エラストマー、エチレン・α－オレフィン（プロピレン以外）
系エラストマー、エチレン・プロピレン・ジエン系エラストマーなどのエラストマー、タ
ルクなどの充填剤の中から選択された一種以上のものとの組成物である。
ここで、プロピレン系重合体６０～９９重量％、高密度ポリエチレン０～３０重量％、エ
チレン・α－オレフィン系エラストマー０～２０重量％、タルクなどの充填剤０～４０重
量％の範囲において用いられる。
また、この組成物には、さらに所望に応じ、無水マレイン酸変性ポリオレフィン、アクリ
ル酸変性ポリオレフィンのような極性基含有熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、マイカ、ガ
ラス繊維、炭素繊維のような無機充填剤、あるいは酸化防止剤、紫外線吸収剤、熱安定剤
、滑剤、難燃剤、着色剤などの各種添加剤を含有することができる。
【００１２】
【作用】
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このような本発明においては、千鳥状に配置された複数の凹部により衝撃時のエネルギー
が吸収される。この際、複数の凹部の側壁（特に、樹脂製自動車用衝撃緩衝部材の長手方
向に直交する方向に延びる側壁）が、リブの役割を果たすため、一定の強度を確保しなが
ら所望の衝撃緩衝機能が得られる。また、長尺部材としては、特に限定されるものではな
いが、少なくとも両端部分に湾曲部を有することが好ましく、このような湾曲形状とする
ことによって衝撃力を長尺部材全体で受けやすくなるため、より優れた衝撃緩衝機能が得
られる。このため、従来のような中空部のみにより衝撃緩衝を行う場合に比べ、多様な衝
撃条件を満足できる優れた衝撃緩衝機能が得られる。
また、衝撃緩衝機能を向上させるにあたって、エネルギー吸収用の部品を別途設けたり、
あるいは部材の肉厚を厚くする必要はないので、コスト低減、軽量化が図られ、これらに
より前記目的が達成される。
【００１３】
また、複数の凹部のうちの少なくとも一つ、好ましくは全部を、長尺部材の長手方向に沿
った中心線を越えるように配置形成した場合には、リブの役割を果たす側壁が適切な長さ
確保されるため、より一層優れた衝撃緩衝機能が得られる。さらに、複数の凹部のうちの
少なくとも一つ、好ましくは全部を、長尺部材の裏面部に結合させれば、強度の向上が図
られる。そして、前述したように凹部を中心線を越えるように配置形成した場合には、凹
部と裏面部との結合が容易に実現される。
また、長尺部材の裏面部にリブを形成したり、あるいは長尺部材の裏面部に補強用芯材を
インサートすれば、より一層強度の向上が図られる。
【００１４】
【実施例】
以下、本発明の各実施例を図面に基づいて説明する。
〔第一実施例〕
図１には、本発明の第一実施例の樹脂製自動車用衝撃緩衝部材であるバンパービーム１０
の斜視図が示され、図２、図３には、それぞれバンパービーム１０の前面図、上面図（図
２中矢印Ｚ方向から見た図）が示されている。また、図４、図５、図６には、それぞれ図
２中のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線に沿ったバンパービーム１０の長手方向直交断面が
示されている。
バンパービーム１０は、ブロー成形による成形品であり、図１～図３に示す如く、図中左
右方向に延びかつ両端部分に湾曲部を有する長尺部材１１により形成されている。
長尺部材１１の長手方向両端部の裏面側（図３中下側）には、図示されない自動車本体へ
の取付用の取付面１２が形成されている。この取付面１２には、適宜な本数の埋込みボル
ト１３が設けられている。
【００１５】
長尺部材１１の内部には、図４～図６に示す如く、中空部２０が長尺部材１１の長手方向
の全体に渡って形成されている。
長尺部材１１の表面部２１（前面部２２、上面部２３、および下面部２４）には、長尺部
材１１の長手方向に沿って複数の凹部３０が千鳥状に配置形成されている。
つまり、前面部２２と上面部２３との角部（図２中上側位置）に四つの凹部３０が配置形
成され、一方、前面部２２と下面部２４との角部（図２中下側位置）に三つの凹部３０が
配置形成され、これらの凹部３０は、上面部２３側、下面部２４側に交互に配置されてい
る。
【００１６】
各凹部３０は、前面部２２側から見た状態で略矩形形状に形成されるとともに、前面部２
２の上下の端縁位置から長尺部材１１の長手方向の中心線（図２中の一点鎖線Ｋ）を越え
る位置まで形成されている。
また、各凹部３０が中心線Ｋを越える分の寸法Ｓは、０～５０ｍｍ程度が好ましく、より
好ましくは１０～３０ｍｍ程度である。
【００１７】
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さらに、各凹部３０の長手方向の幅Ｗ（図２参照）は、後述する試験用ポールの直径（７
ｉｎｃｈ＝１７８ｍｍ）よりも小さくなっており、好ましくは５０～１５０ｍｍ程度がよ
く、より好ましくは８０～１３０ｍｍ程度である。
そして、各凹部３０の深さＬ１（図４参照）は、バンパービーム１０の前面部２２の平坦
な部分から裏面部２５の平坦な部分までの幅Ｌに対して、Ｌ１＝１／５Ｌ～１／２Ｌ程度
が好ましく、より好ましくはＬ１＝１／４Ｌ～１／３Ｌ程度である。なお、幅Ｌの寸法は
、バンパービーム１０が取り付けられる自動車本体の種類（大きさ、重量等）に応じて決
定される。
【００１８】
長尺部材１１の裏面部２５（自動車本体への取付側）には、前面部２２側に突出する突出
部２６が形成され、この突出部２６の先端２６Ａは、各凹部３０に結合されている。
また、突出部２６の内部には、図４～図６に示す如く、中空の補強用芯材４０がインサー
トされている。補強用芯材４０は、長尺部材１１の長手方向の略全長に渡って設けられ、
図３中の一点鎖線に示すように、取付面１２の位置まで配置されている。しかし、必ずし
も取付面１２の位置まで配置されていなくてもよい。なお、本発明においてインサートさ
れる補強用芯材の形状は、このような形状に限定されるものではなく任意である。
【００１９】
この補強用芯材４０の材質は、特に限定されるものではないが、例えば、特開平５－２３
９２８６号で提案されているものに準じた次のようなものを用いることができる。
（Ａ）メルトインデックス３００ｇ／１０分以上のプロピレン単独重合体又はプロピレン
－エチレン共重合体２０～６０重量％とガラス繊維８０～４０重量％とから成り、ペレッ
ト長が２～２０ｍｍで、かつ、該ガラス繊維長がペレット長に実質上等しいペレット５～
７０重量部と、（Ｂ）メルトインデックスが３～２０ｇ／１０分でアイソタクチックペン
タッド分率が９３モル％以上のプロピレン単独重合体又はプロピレン－エチレン共重合体
９５～３０重量部とを全量が１００重量部になるように混合したガラス繊維強化ポリオレ
フィン樹脂組成物、あるいは、（Ａ’）メルトインデックス３００ｇ／１０分以上のプロ
ピレン単独重合体又はプロピレン－エチレン共重合体２０～６０重量％とガラス繊維８０
～４０重量％とから成る混合物１００重量部に対し、酸付加量０．１～１０重量％の酸変
性ポリオレフィン１～１０重量部を配合して成り、ペレット長が２～２０ｍｍで、かつ、
該ガラス繊維長がペレット長に実質上等しいペレット５～７０重量部と、（Ｂ）メルトイ
ンデックスが３～２０ｇ／１０分で、アイソタクチックペンタッド分率が９３モル％以上
のプロピレン単独重合体又はプロピレン－エチレン共重合体９５～３０重量部とを全量が
１００重量部になるように混合したガラス繊維強化ポリオレフィン樹脂組成物などである
。
なお、補強用芯材としては、このようなガラス繊維強化ポリオレフィン樹脂組成物の他に
、樹脂のみで形成されたもの、充填剤配合樹脂組成物、あるいは繊維強化熱硬化性樹脂（
ＧＦＲＰ）、金属などで形成されたものを用いてもよい。
【００２０】
このような第一実施例においては、以下のようにしてブロー成形によりバンパービーム１
０を製造する。
先ず、バンパービーム１０の外形形状に従ったキャビティを有する成形用金型（不図示）
を用意する。この成形用金型には、各凹部３０に対応した表面形状のキャビティが形成さ
れている。
次に、成形用金型のキャビティの内部に予め成形しておいた補強用芯材４０を取り付ける
。
その後、成形用金型により筒状のパリソンを外側から挟み込むとともに、パリソンの内側
の空洞部分に空気を吹き込んでパリソンを拡げて成形用金型のキャビティ表面および補強
用芯材４０の周囲に密着させる。
そして、成形用金型を開き、完成したバンパービーム１０を取り出す。この際、補強用芯
材４０もバンパービーム１０として一体化されて取り出される。
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【００２１】
このような第一実施例によれば、次のような効果がある。
すなわち、バンパービーム１０の表面部２１には、千鳥状に配置された複数の凹部３０が
設けられているので、この複数の凹部３０が形成された部分（ハニカム構造部分）により
衝撃時のエネルギーを吸収できる。
そして、複数の凹部３０の側壁（特に、バンパービーム１０の長手方向に直交する方向に
延びる側壁３１）が、リブの役割を果たすため、一定の強度を確保しながら所望の衝撃緩
衝機能を得ることができる。
このため、従来のような中空部のみにより衝撃緩衝を行う場合に比べ、多様な衝撃条件を
満足できる優れた衝撃緩衝機能を得ることができる。
【００２２】
また、衝撃緩衝機能を向上させるにあたって、エネルギー吸収用の部品（例えば、図１８
の部品９３）を別途設けたり、あるいは部材の肉厚を厚くする必要はないので、コスト低
減、軽量化を図ることができる。
【００２３】
さらに、複数の凹部３０は、千鳥状の配置となっているので、側壁３１は、適宜な間隔で
かつ上下両側に略均等に配置されるため、バンパービーム１０の全体に渡って優れた衝撃
緩衝機能を得ることができる。
そして、各凹部３０は、長手方向に沿った中心線Ｋ（図２参照）を越える位置まで形成さ
れているので、適切な長さの側壁３１を確保することができ、より一層優れた衝撃緩衝機
能を得ることができる。
【００２４】
また、各凹部３０の長手方向の幅Ｗ（図２参照）、つまり凹部３０の対向する側壁３１間
の間隔は、後述する試験用ポールの直径よりも小さくなっているので、ポールに衝突した
時のような局部的な衝撃に対しても優れた衝撃緩衝機能を発揮することができる。
【００２５】
さらに、各凹部３０は、裏面部２５の一部である突出部２６の先端２６Ａに結合されてい
るので、バンパービーム１０の強度の向上を図ることができる。そして、各凹部３０が中
心線Ｋを越えるように配置形成されていることから、このような各凹部３０と突出部２６
の先端２６Ａとの結合を容易に実現することができる。
【００２６】
また、突出部２６の内部には、例えば繊維複合材等からなる補強用芯材４０がインサート
されているので、バンパービーム１０の強度のより一層の向上を図ることができる。
【００２７】
〔第二実施例〕
図７～図９には、本発明の第二実施例の樹脂製自動車用衝撃緩衝部材であるバンパービー
ム５０が示されている。図７には、バンパービーム５０の上面図が示され、図８には、バ
ンパービーム５０を裏面側から見た斜視図が示され、図９には、図７中のＤ－Ｄ線に沿っ
たバンパービーム５０の長手方向直交断面が示されている。
バンパービーム５０は、前記第一実施例のバンパービーム１０と略同様な構成を有し、裏
面部２５の構成が一部異なるのみであるので、同一部分には同一符号を付して詳しい説明
は省略し、以下には異なる部分のみを説明する。
【００２８】
前記第一実施例のバンパービーム１０では、突出部２６の内部に補強用芯材４０がインサ
ートされていたが、本第二実施例のバンパービーム５０では、突出部５１の内部に補強用
芯材４０はインサートされていない。また、本第二実施例の突出部５１は、前記第一実施
例の突出部２６とは異なり、取付面１２の位置まで形成されていない。
突出部５１の内部には、バンパービーム５０の長手方向に直交する方向に延びる四本のリ
ブ５２が適宜な間隔で設けられている。
【００２９】
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このような第二実施例によれば、前記第一実施例の補強用芯材４０の代わりにリブ５２が
設けられているので、前記第一実施例と同様に、優れた衝撃緩衝機能および強度を得るこ
とができるという効果がある。
【００３０】
〔比較実験〕
なお、本発明の効果を確かめるために、以下のような５ＭＰＨペンデュラム試験、５ＭＰ
Ｈバリヤ試験、５ＭＰＨポール試験による比較実験を行った。
本発明の実験例として、前記第一実施例のバンパービーム１０において補強用芯材４０が
設けられていない場合（実験例１）、前記第二実施例のリブ５２を有するバンパービーム
５０の場合（実験例２）、前記第一実施例の補強用芯材４０を有するバンパービーム１０
の場合（実験例３）を用意した。
一方、比較例として、前述した図１８の断面形状を有するバンパービーム９０の場合（比
較例１）、図１９の断面形状に示すような前面側の上下に突起部９５を有するバンパービ
ーム９６の場合（比較例２）を用意した。
【００３１】
そして、各実験例１～３および各比較例１，２のパンパービームの原料樹脂には、
（１）メルトインデックス１ｇ／１０分のポリプロピレン（出光石油化学株式会社製、Ｅ
２５０Ｇ）６５重量％と、
（２）メルトインデックス０．０３ｇ／１０分の高密度ポリエチレン（出光石油化学株式
会社製、７５０ＬＢ）２０重量％と、
（３）ムーニー粘度〔ＭＬ１ ＋ ４ 　 （１００℃）〕＝７７、エチレン含量７３重量％のエ
チレン・プロピレンエラストマー（日本合成ゴム株式会社製、ＥＰ０７Ｐ）５重量％と、
（４）平均粒径１．５μｍ、平均アスペクト比１５のタルク１０重量％と、
を含む樹脂組成物を用いた。
【００３２】
また、成形条件および温度条件は、次の通りである。
〔成形条件〕
成形機　　　　　　：９０ｍｍφ
ダイ　　　　　　　：１００ｍｍφ
アキュームレータ　：２５リットル
型締圧力　　　　　：６０ｔｏｎ
スクリュー回転数　：４０ｒｐｍ
モーター負荷　　　：１１５Ａ
【００３３】
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【００３４】
このようにして成形された各実験例１～３および各比較例１，２のバンパービームを被試
験体とし、製品重量４．５ｋｇ、製品長さ１．４ｍ、車両重量１２００ｋｇ、常温にて５
ＭＰＨ（衝撃速度８ｋｍ／Ｈｒ＝５ｍｉｌｅ／Ｈｒ）のペンデュラム試験（上下打ち、３
５ｍｍ）、バリヤ試験、ポール試験（直径７ｉｎｃｈ）の各規格試験を行い、各実験例１
～３および各比較例１，２について、それぞれ最大変形量、最大発生荷重、すべりの有無
を調べて総合評価を行った。
この比較実験の結果を次の表１～表３および図１０～図１２に示す。表１、表２、表３に
は、それぞれペンデュラム試験、バリヤ試験、ポール試験の結果が示されている。また、
図１０、図１１、図１２には、それぞれペンデュラム試験、バリヤ試験、ポール試験にお
ける変形量と発生荷重との関係が示されている。
【００３５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３６】
【表２】
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【００３７】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
表１～表３によれば、各実験例１～３では、全ての試験において最大変形量が小さく、か
つ最大発生荷重が大きく、総合評価も良好となっているのに対し、各比較例１，２では、
比較例２のペンデュラム試験において総合評価が良好となっていることを除き、総合評価
は悪い結果となっている。また、比較例２についても他のバリヤ試験、ポール試験におい
ては総合評価は悪い結果となっているので、不充分な性能であるといえる。
【００３９】
また、図１０によれば、図中点線で示された比較例１では、ペンデュラムリーデが滑って
変形量が大きいのに対し、図中一点鎖線で示された比較例２では、図１９中の突起部９５
が潰れることにより、すべりが防止され、図中実線で示された実験例１では、複数の凹部
３０が形成された部分（ハニカム構造部分）が一部エネルギーを吸収して変形し、すべり
が防止されていることがわかる。
さらに、図１１によれば、図中点線で示された比較例１では、バンパービーム全体が一気
に荷重を受けてバンパービームの欠陥部が座屈し、発生荷重が小さくかつ変形量が大きく
なるのに対し、図中実線で示された実験例１では、複数の凹部３０が形成された部分（ハ
ニカム構造部分）で徐々に荷重が立ち上がって均一な応力が全体にかかっていき、最終的
に発生荷重が大きくかつ変形量が小さくなることがわかる。
【００４０】
そして、図１２によれば、図中点線で示された比較例１では、局部的に応力が集中して早
期に座屈が起こり、発生荷重が小さくかつ変形量が大きくなるのに対し、図中実線で示さ
れた実験例１では、複数の凹部３０が形成された部分（ハニカム構造部分）により応力を
広い範囲で受け、発生荷重が大きくかつ変形量が小さくなることがわかる。
以上の比較実験結果により、本発明によるバンパービームが優れた衝撃緩衝機能および強
度を備え、各種の試験に充分に対応できることが示され、本発明の効果が顕著に示された
。
【００４１】
なお、本発明は前記各実施例に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる他の
構成も含み、例えば以下に示すような変形等も本発明に含まれるものである。
すなわち、前記第一、第二実施例では、各突起部２６，５１の内部に、それぞれ補強用芯
材４０、リブ５２が設けられていたが、突起部の内部に補強用芯材およびリブの両方が設
けられていてもよい。
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また、これらの補強用芯材４０やリブ５２は必ずしも必要なものではなく、その用途によ
っては省略してもよいが、強度上の点で設けておくことが好ましい。さらに、本発明の樹
脂製自動車用衝撃緩衝部材の裏面部に形成されるリブは、前記第二実施例のような形状の
リブ５２に限定されるものではなく、例えば、図１３に示すような形状のリブ６０として
もよい。
【００４２】
また、前記各実施例では、合計７個の凹部３０が設けられていたが、複数の凹部３０が千
鳥状に配置されていれば、凹部３０の個数は任意であってよい。
さらに、前記各実施例では、各凹部３０の形状は、前面部２２側から見て略矩形形状とな
っていたが、凹部の形状は任意であり、例えば、図１４に示すように略台形形状の凹部７
１としてもよく、図１５に示すように略三角形形状の凹部７２としてもよく、あるいは図
１６に示すように略半円形形状の凹部７３としてもよく、要するに複数の凹部が千鳥状に
配置されていればよい。
【００４３】
そして、前記各実施例では、各凹部３０は、前面部２２から上面部２３または下面部２４
に跨がって形成されていたが、図１７に示すように前面部２２のみに形成された凹部７４
としてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
以上に述べたように本発明によれば、千鳥状に配置された複数の凹部により衝撃時のエネ
ルギーを吸収できるとともに、各凹部の側壁がリブの役割を果たすため、多様な衝撃条件
を満足できる優れた衝撃緩衝機能および強度を得ることができるうえ、部材の肉厚を厚く
する必要はないので、軽量化およびコスト低減を図ることができるという効果がある。
【００４５】
また、複数の凹部のうちの少なくとも一つを、長尺部材の長手方向に沿った中心線を越え
るように配置形成した場合には、リブの役割を果たす側壁を適切な長さ確保できるため、
より一層優れた衝撃緩衝機能を得ることができるという効果がある。
そして、長尺部材の少なくとも両端部分を湾曲形状としておけば、衝撃力の分散を図るこ
とができるという効果がある。
さらに、複数の凹部のうちの少なくとも一つを、長尺部材の裏面部に結合させた場合には
、強度の向上をより一層図ることができるという効果がある。
【００４６】
また、長尺部材の裏面部にリブを形成した場合、あるいは長尺部材の裏面部に繊維複合材
等からなる補強用芯材をインサートした場合には、これらによっても強度の向上をより一
層図ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施例のバンパービームの斜視図。
【図２】第一実施例のバンパービームの前面図。
【図３】第一実施例のバンパービームの上面図。
【図４】第一実施例のバンパービームの図２中Ａ－Ａ線に沿った断面図。
【図５】第一実施例のバンパービームの図２中Ｂ－Ｂ線に沿った断面図。
【図６】第一実施例のバンパービームの図２中Ｃ－Ｃ線に沿った断面図。
【図７】本発明の第二実施例のバンパービームの上面図。
【図８】第二実施例のバンパービームの裏面側から見た斜視図。
【図９】第二実施例のバンパービームの図７中Ｄ－Ｄ線に沿った断面図。
【図１０】比較実験（ペンデュラム試験）の結果図。
【図１１】比較実験（バリヤ試験）の結果図。
【図１２】比較実験（ポール試験）の結果図。
【図１３】本発明の第一の変形例を示す裏面図。
【図１４】本発明の第二の変形例を示す前面図。
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【図１５】本発明の第三の変形例を示す前面図。
【図１６】本発明の第四の変形例を示す前面図。
【図１７】本発明の第五の変形例を示す前面図。
【図１８】従来例（比較例１）を示す断面図。
【図１９】比較例２を示す断面図。
【符号の説明】
１０，５０　樹脂製自動車用衝撃緩衝部材であるバンパービーム
１１　長尺部材
２０　中空部
２１　表面部
２２　表面部を構成する前面部
２３　表面部を構成する上面部
２４　表面部を構成する下面部
２５　裏面部
２６，５１　裏面部を構成する突出部
３０，７１，７２，７３，７４　凹部
４０　補強用芯材
５２，６０　リブ
Ｋ　中心線
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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